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１．はじめに
本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数

回に分けて紹介するものである。今回は、スウェーデ
ンの知的財産制度のうち、特許制度を中心に解説する。

２．総論
スウェーデンには、知的財産制度として、特許法、

意匠法、商標法、著作権法などがある。実用新案法

は制定されていない。
特許制度については、1967年に特許法（第837号）が

制定され、1968年１月１日に施行された。その後、幾
度の改正を経て、2004年１月１日の改正では、欧州経
済共同体指令（98/44/EEC）が導入された。最近では、
2014年７月１日に改正法（法律No.434）が施行された後、
2023年６月１日に改正法（法律No.216）が施行されている。

知的財産条約については、スウェーデンは、パリ
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